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監査等委員会設置会社移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の 

一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 28 年６月 24 日開催の第 83 回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に

移行しました。 

これに伴い、平成 28 年６月 24 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一部

変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社経営理念 

当社は創業以来 70 有余年、「共々の道」という理念を掲げ、事業に取り組んでおります。これは、

企業は社会と共に、お客様と共に、さらには社員と共に歩んでこそ株主に繋がる皆様のためになり、

企業価値向上に繋がるという考えであります。 

この不易の理念を踏まえ、当社は次の三つの経営理念を定めております。 

 

（1） お客様に最良の商品とサービスを提供する。 

（2） 事業の発展を通じ、企業価値の永続的な向上を図る。 

（3） 社員が思う存分にその能力を発揮できる活力ある職場を作る。 

 

２．内部統制システムの基本方針 

（１）当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する  

ための体制 
① 当社は、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の

下にその職務を遂行するための行動規範として、「ユシログループ企業行動憲章」を制定し、「倫

理規範」及び「行動基準」等の規定を定める。 

② 当社の監査等委員及び監査室は、当社及び当社子会社に対する監査を実施する。 

③ 内部統制委員会の中にコンプライアンス諮問機関を設置し、各部署及び当社グループの各社に

コンプライアンス担当者及び責任者を配置することにより、コンプライアンス活動を推進する。 

④ 各部署の業務や使用人の役職等に応じたコンプライアンス研修を継続的に実施することにより、

コンプライアンス意識の醸成を図る。 

⑤ 外部の専用通報窓口に直接通報することができる内部通報制度を整備し、不祥事の未然防止及

び早期発見を図る。 

⑥ 当社及び当社子会社は、反社会的勢力との関係断絶及び不当要求拒絶の姿勢を明確にし、これ

らを徹底する。 



（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役会その他の重要な会議の議事録のほか、各取締役が稟議規定等に基づいて決裁した文書等、

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規定に従い、文書又は電磁的記録として、

適切に保存及び管理する。取締役及び監査等委員は、これらの文書等を常時閲覧することができ

る。 

 
（３）当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

① 当社及び当社子会社の経営上の重要事項に関して、取締役会規定等に基づき当社の取締役会そ

の他の重要な会議に付議し、リスクを評価、検討した上で決定する。 

② リスク管理に関する取り組みを推進する担当役員を任命し、当該担当役員を中心に、リスク情

報を収集・評価し、重大なリスクについては速やかに担当部門に対策を指示すると共に、その

進捗状況をモニタリングする。 

③ 大規模自然災害や新型感染症等の会社事業に重大かつ長期にわたり影響を与える不測の事態や

危機の発生に備え、「事業継続計画（ＢＣＰ）」を定め、これを当社及び当社子会社の役員及び

使用人に周知し、事業中断等のリスクを可能な限り低減する体制を整える。 

 

（４）当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 当社は、将来の事業環境を踏まえ、三事業年度を期間とするグループの中期経営計画を策定し、

当該中期経営計画を具体化するために、事業年度ごとに予算を立案し、全社的な目標を設定す

る。当社の各部門は、当該目標達成に向けた具体的目標を事業年度ごとに立案し、これを実行

する。 

② 当社は、当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われるために、当社取締役会により策

定された中期経営計画に基づき、当社子会社ごとの業績目標と予算の設定を行い、その進捗等

を管理すると共に、当社から当社子会社に対して助言・指導等を行う。 

③ 当社は、毎月１回定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上

の重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督を行うと共に、監査等委員は、監査等委員でな

い取締役の職務執行を監査・監督する。 

④ 取締役会の機能強化及び経営効率の向上を図るために、業務執行取締役及び執行役員は、情報

共有と意見交換を目的とした会議を月１回以上開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事

項について十分な討議を行う。 

⑤ 当社は、取締役会の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規定のほか、組織規定

等を制定すると共に、社内規定に基づいて権限の委譲を行い、取締役が職務を効率的に執行で

きるようにする。 

 

（５） 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① 当社子会社の経営について、その自主性を尊重しつつも、当社子会社の経営上の重要事項に関

しては、社内規定に基づき当社取締役会の事前承認又は当社取締役会への報告等を求めると共

に、当社子会社から事業計画及び業務執行の状況等の報告を定期的に受け、当社子会社の業務

の適正性を確認する。 

② 監査等委員及び監査室は、当社子会社の監査及び調査を実施する。 

③ 当社子会社に対する当社の企業行動憲章、倫理規範及び行動基準等の周知徹底に努め、当社の

企業倫理及びコンプライアンスの教育・啓蒙・浸透を図る。 

④ 当社子会社における品質、災害、環境、情報漏洩等のリスクを管理し、そのリスクに対し的確

に対応できる体制を整える。 

 

（６）当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人

の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会

の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

① 監査等委員会の職務は、監査室がこれを補助する。監査室の使用人の人事異動、懲戒処分は、



監査等委員会の事前の同意を要するものとすると共に、人事考課は監査等委員会が行うことと

し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。 

② 監査室は、監査等委員会直属の部門とし、監査室の使用人は、監査等委員会の指揮命令に従う。 

 

（７）当社の監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制 

① 監査等委員でない取締役は、取締役会において、担当業務の執行状況について定期的に報告す

る。 

② 当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員又

は監査室が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合、当該調査等に適切に

協力する。 

③ 当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、法令等の違反

行為等、当社又は当社子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発見された場合、監査等

委員会に対して直ちに報告する。 

④ 監査室及び内部統制部門は、監査等委員会に対して、当社及び当社子会社の内部監査の進捗、

結果その他活動状況について定期的に報告する。 

⑤ 当社及び当社子会社の内部通報制度の担当部署は、内部通報の状況について、監査等委員会に

対して適宜報告する。 

 

（８）当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制 

当社は、監査等委員会へ報告した当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その

旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して周知徹底する。 

 

（９）当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、監査等委員がその職務の執行に必要となる費用を請求したときは、担当部署において審

議の上、適切かつ迅速にこれに応じるものとする。 

 

（10）その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査等委員会は、代表取締役及び役付取締役並びに会計監査人と意見交換する。 

② 当社は、監査等委員会が、監査等委員の職務の執行のために必要な外部専門家の利用を求

めた場合、その費用を負担する。 

 

 

以 上 


